
【申請から利用までの流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                     （請求） 

 

 

                  （支払い） 

 

① 高齢福祉課窓口又は各支所地域振興課窓口にて申請してください。 

② 申請者が支給要件を満たしているかを高齢福祉課が調査し，助成の可否を決定します。 

「助成決定通知書（または却下通知書）」を送付します。助成決定者には，助成券を同封

します。 

③ 届いた助成券を「助成券取扱事業者リスト」掲載の販売事業者にて，介護用品と引き換え

てください。 

※助成券上限額を超えた分の金額は自己負担となりますので，販売事業者に支払ってくだ

さい。おつりは出ません。 

④ 高齢福祉課が，各販売事業者から市負担分の請求（助成券添付）を受け，後日販売事業者

へ支払います。 

 

 

問合せ先 

常陸太田市保健福祉部高齢福祉課高齢福祉係 

電話 0294-72-3111 内線 131・144 

申請者  

市（高齢福祉課）  登録販売店  

（申請）① ②（交付） ③（購入） 

④ 


